
進学・進級時における少年の
非行・犯罪被害防止と有害環境の浄化

＜人身安全・少年課＞

～春は出会いと別れの季節です～

子どもたちは環境の変化に適応できるか不安を抱えると、非行に走る危険性

や犯罪被害に遭うリスクが高まります。警察のほか、地域一体となって、非行

や犯罪被害防止に向けた環境づくりを目指しましょう。

＜子どものみなさんへ＞

インターネットの使い方には気をつけましょう！

人を傷つけることを言わない 個人情報を教えない

「闇バイト」に要注意！ 甘い言葉にだまされないで

ネットで知り合った人と軽い気持ちでやりとりをしない、会わない

下着姿や裸の写真、動画を撮らない、誰かに見せない、送らない

あなたが知らない間に犯罪に巻き込まれているかも．．．

大麻に要注意！

○ 近年、大麻による少年の検挙数が急増しています。

一度でも手を出してしまうと、依存します。また、運動失調や記憶力

の低下など、身体への悪影響があります。

○ ネットを中心に「大麻は安全」という誤った情報も流れていますが、

大麻は有害です。誘われてもキッパリと断るようにしてください！



＜保護者の皆様へ＞

子どもは、犯罪被害や悩みを打ち明けることが難しい場合もあります。日頃

からお子様とコミュニケーションをとり、変化にいち早く気付くことが大切で

す。そのためにも、お子様が使っているスマートフォンやタブレット、ゲーム

機などを適切に管理し、正しくインターネットを使うことができる環境をつく

りましょう。

保護者ができること～家庭でのルールづくり～

お子様の携帯電話等の使用について、犯罪被害防止のため、家庭内で明

確なルールを決めておくことも大切です。またルールは、一方的に押しつ

けることなく、お子様と話し合いをして決めることが大切です。

例 ★＜ルール＞

・ ○時以降は電源を切って、親に預ける

・ 携帯を自分の部屋に持ち込まない

・ 困った時は周りの大人に相談をする ．．．など

★＜ルールを守れなかった時は＞

・ どうして守れなかったのか

・ どうすれば守れるのか

など、できることをお子様と一緒に考えてみましょう。

【 少年サポートセンター 】

電話や面接により、非行、被害、学校問題等、少年に関する悩みや

困りごとに関する相談を受け、問題の解決に取り組んでいます。

場所：佐賀市松原２丁目２番２７号

佐賀バルーンミュージアム３階

～ ヤングテレホン（少年相談専用電話） ～

☎ ０１２０－２９－７８６７ （フリーダイヤル）
ふかく な や む な

※ 平日 ８:30～17:15（時間外は留守番電話）となっています


